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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定数の板状の放熱フィンをその板厚方向に間隔をあけて配置し、冷凍サイクルにおけ
る冷媒が通流される複数のチューブを、前記放熱フィンに対してその板厚方向に挿通させ
て前記放熱フィンと結合させた複数の空気熱交換器を、平面視長方形状の機械室の上部に
、短手方向からみてＶ字状に上部側の間隔を広げて左右に対向配置した熱源ユニットであ
って、前記空気熱交換器は前記チューブの延在方向の一端部側が折り曲げられて長辺部と
短辺部からなるＬ字状に形成された第１から第４の空気熱交換器からなり、その第１から
第４の空気熱交換器の設置形状が平面視長方形の枠状に、前記短辺部を何れも前記平面視
長方形状の機械室の短手側に配設されたものにおいて、前記第１から第４の空気熱交換器
における前記短辺部の端部にはヘッダ部が設けられ、前記長辺部の端部にはヘアピン部が
設けられており、且つ、前記ヘッダ部は何れも前記機械室の短手側から見て左右方向の中
央部に位置し、前記ヘアピン部は前記機械室の長手側から見て左右方向の中央部に位置す
るように設置されていることを特徴とする熱源ユニット。
【請求項２】
　前記第１から第４の空気熱交換器は、互いに独立した系統の冷凍回路に対応させて接続
され、その冷凍回路毎に稼働可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載の熱
源ユニット。
【請求項３】
　前記機械室は直方体状に形成されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記
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載の熱源ユニット。
【請求項４】
　前記冷凍サイクルを構成する熱源側の冷媒回路と、利用側の伝熱流体の循環路との間で
熱交換を行うように形成されたチラー装置の熱交換装置が前記機械室の内部に設置されて
いることを特徴とする請求項１から請求項３の何れか一項に記載の熱源ユニット。
【請求項５】
　前記利用側の循環路を構成する、前記利用側への主送給管と前記利用側からの主戻り管
が、前記機械室の短手方向に該機械室を貫通するように設置され、かつ前記主送給管と前
記主戻り管の短手方向の各端部は、前記循環路と連結可能な接続部が設けられていること
を特徴とする請求項４に記載の熱源ユニット。
【請求項６】
　請求項１から請求項５の何れか一項に記載の前記熱源ユニットを短手方向に複数連結し
てなることを特徴とする熱源ユニット。
【請求項７】
　複数連結された熱源ユニットの各ユニットにおいて、各冷媒回路の制御盤のコントロー
ル機構を、熱源機長手方向の同一面に空気熱交換器が配置された冷媒回路同士で共通のも
のとしたことを特徴とする請求項６に記載の熱源ユニット。
【請求項８】
　複数連結された熱源ユニットの各ユニットにおいて、各冷媒回路の制御盤のコントロー
ル機構を各冷媒回路で共通のものとしたことを特徴とする請求項６に記載の熱源ユニット
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置、ヒートポンプ給湯装置等を構成する熱源ユニットに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の熱源ユニットとして、複数枚のフィンが互いに所定間隔を在して並べられ、これ
らフィンに熱交換パイプを貫通してなり、両側部に沿って同一方向に折曲げた折曲げ片部
を備える複数の空気熱交換器を備え、複数の空気熱交換器は、２つの空気熱交換器が、折
曲げ片部同士が互いに対向し、それぞれの空気熱交換器の下端部が互いに近接され、かつ
上端部が互いに離間するように傾斜して設けられるとともに、折曲げ片部の少なくとも一
部が露出するように設けられ、さらに、２つの空気熱交換器が対向する方向と直交する方
向に複数設けられており、対向する空気熱交換器の間隔が上端から下方に向けて狭まるよ
うに傾斜して側面視で略Ｖ字状をなし、この熱交換器部の下部に設けられる機械室が上端
から下方に向けて奥行き方向が漸次拡大するよう側面視で略逆Ｖ字状をなすことで、熱源
ユニットとしての側面視は、中央部分が括れた略鼓状に形成されたものがある（例えば特
許文献１参照）。
　また、筺体内に、空気用熱交換器、送風機、圧縮機および熱交換器等のヒートポンプ構
成機器が収容されたヒートポンプ式の熱源機において、筺体は、正面視における左右両側
面を下方に向けて幅が縮小するように傾斜して形成された上部筐体と、上部筐体下面に連
続して設けられた下部筐体とを備え、空気用熱交換器は、上部筐体の左右両側に設けられ
、送風機は、上部筐体の左右両側から吸い込まれた空気が、空気用熱交換器を通過して上
部筐体から排出されるように、上部筐体に設けられ、圧縮機および熱交換器は、下部筐体
に設けられ、下部筐体は、正面形状および背面形状が矩形状となる直方体形状に形成され
、下部筐体の左右方向の幅長は、上部筐体下面の左右方向の幅長と同等に設定され、上部
筐体上面の左右方向の幅長と下部筐体の左右方向の幅長との差が、４００ｍｍ以上に設定
され、下部筐体の上下方向の長さ寸法は、下部筐体の左右方向の幅長よりも大きく設定し
たものがある（例えば特許文献２参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５５５５７０１号公報
【特許文献２】特開２０１２－０１３３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に示すような熱源ユニットにおいては、空気熱交換器を細かく分けて組み立
てていることから筺体および冷媒回路を構成する部品点数が多く必要となる、空気熱交換
器相互が近い位置で対向する箇所があり空気熱交換器の吸込み圧損が大きくなるためファ
ン効率が悪化する、空気熱交換器のヘッダ部分がチラーの奥まった部分に配置されるため
メンテナンス性が悪い、熱源ユニット下部の機械室が底辺の広い台形状になっているため
、連結設置した時の吸込み圧損が大きくなり、また、機械室のメンテナンススペースが確
保しづらいといった問題がある。
　また、特許文献２に示すような熱源ユニットにあっては、特許文献１に示す熱源ユニッ
トに比べ、連結設置時の機械室メンテナンス性および吸込み圧損並びに、空気熱交換器ヘ
ッダ部および機械室へのメンテナンス性、空気熱交換器の効率性、部品点数が改善される
が、空気熱交換器の設置面が熱源ユニットの長手方向にしかなく、熱交の面積を確保しづ
らいため出力容量の確保が少なくなってしまうという課題があった。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、構造が簡素でメ
ンテナンス性や、熱交換効率が改善され、しかも製造が容易な熱源ユニットを得ること目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る熱源ユニットは、所定数の板状の放熱フィンをその板厚方向に間隔をあけ
て配置し、冷凍サイクルにおける冷媒が通流される複数のチューブを、放熱フィンに対し
てその板厚方向に挿通させて放熱フィンと結合させた複数の空気熱交換器を、平面視長方
形状の機械室の上部に、短手方向からみてＶ字状になるように上部側の間隔を広げて左右
に対向配置した熱源ユニットであって、空気熱交換器はチューブの延在方向の一端部側が
折り曲げられて長辺部と短辺部からなるＬ字状に形成された第１から第４の空気熱交換器
からなり、その第１から第４の空気熱交換器の設置形状が平面視長方形の枠状となるよう
に、短辺部を何れも平面視長方形状の機械室の短手側に配設したことを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、空気熱交換器はチューブの延在方向の一端部側が折り曲げられて長辺
部と短辺部からなるＬ字状に形成された第１から第４の空気熱交換器からなり、その第１
から第４の空気熱交換器の設置形状が平面視長方形の枠状となるように、短辺部を何れも
長方形の短手側に配設したことにより、対向された空気熱交換器の通風部分が相互に接近
する箇所を無くせるので熱交換効率が改善され、また、用いる空気熱交換器がＬ字状のた
め曲げ箇所が少ないので、製造も容易である。また、例えば空気熱交換器のヘッダを機械
室の短手側のみに配置することが可能となるので、連結設置時のメンテナンス性を向上で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１によるチラー装置の熱源ユニットを示す図であり、（ａ）
は外観を示す斜視図、（ｂ）は空気熱交換器の配置を模式的に示す上面図である。
【図２】図１の機械室パネル等を非表示にして示す斜視図である。
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【図３】図１のベルマウス等を非表示にして示す斜視図である。
【図４】図２の空気熱交換器から上の要素を非表示にして示す斜視図である。
【図５】図４の機械室の制御箱付近を拡大して示す斜視図である。
【図６】図５の機械室の空気熱交換器ベースを非表示にして示す斜視図である。
【図７】図５の機械室を短手側から見た図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は図７（ａ）
の破線Ｂで囲む部分を機械室の背面側から見たドレン配管を示す詳細図である。
【図８】図２の熱源ユニットを長手方向反対側から見た斜視図である。
【図９】図８の熱交換装置の具体例を示す図であり、（ａ）は図８の視点Ｃから見た図、
（ｂ）は図８の視点Ｄから見た図、（ｃ）は機械室内に利用側のポンプを設置した例を示
す図である。
【図１０】図１の熱源ユニットにおけるファンの配置を先行例と比較して説明する図であ
り、（ａ）は実施の形態１の場合、（ｂ）は先行例の場合である。
【図１１】本発明の実施の形態２による熱源ユニットを熱源ユニットの短手側の方向から
見た図である。
【図１２】図１１の熱源ユニットの連結状況を模式的に示す図であり、（ａ）は熱源ユニ
ットの長手側から見た図、（ｂ）は熱源ユニットの上面図である。
【図１３】図１１に示す熱源ユニットの中央部の空気熱交換器での吸込み圧損分布を先行
例と比較して説明する図であり、（ａ）は実施の形態２の場合、（ｂ）は先行例の場合で
ある。
【図１４】本発明の実施の形態４による熱源ユニットの連結状況を模式的に示す図であり
、（ａ）は熱源ユニットの長手側から見た図、（ｂ）はその上面図である。
【図１５】制御系統に対する制御盤の構成を示す図であり、（ａ）は通常の場合、（ｂ）
は全制御系統の制御盤を共通化した場合、（ｃ）は空気交換器が同一長手面上にある制御
系統同士の制御盤を共通化した場合である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１によるチラー装置の熱源ユニットを示す図であり、（ａ）
は外観を示す斜視図、（ｂ）は空気熱交換器の配置を模式的に示す上面図である。図２は
図１の機械室パネル等を非表示にして示す斜視図、図３は図１のベルマウス等を非表示に
して示す斜視図、図４は図２の空気熱交換器から上の要素を非表示にして示す斜視図、図
５は図４の機械室の制御箱付近を拡大して示す斜視図、図６は図５の機械室の空気熱交換
器ベースを非表示にして示す斜視図である。図７は図５の機械室を短手側から見た図であ
り、（ａ）は正面図、（ｂ）は図７（ａ）の破線Ｄで囲む部分を機械室の背面側から見た
ドレン配管を示す詳細図である。なお、本発明の熱源ユニットは、例えばその熱源ユニッ
トの外部に設備された利用側の装置から供給される水・不凍液等の伝熱流体を冷却または
加熱して利用側に送給し、循環することにより、利用側に冷熱または温熱を供給するチラ
ー装置の熱源装置として利用されるものである。
【００１０】
　図において、熱源ユニット１００は熱源側の冷凍サイクルを構成する圧縮機などを含む
冷媒回路１１や、後述する利用側の伝熱流体とのプレート熱交換器からなる熱交換装置３
などを含む要素機器を設置するための直方体状の機械室１と、機械室１の上部に、該機械
室１の矢印Ａで示す短手側からみてＶ字状になるように上部側の間隔を広げて左右に対向
配置した、いわゆるフィンアンドチューブ式の複数の空気熱交換器２と、空気熱交換器２
の上部に設置されたファン装置４などを備えている。空気熱交換器２は、所定数の板状の
放熱フィンをその板厚方向に間隔をあけて配置し、冷凍サイクルにおける冷媒が通流され
る複数のチューブを放熱フィンに対してその板厚方向に貫通させ、各放熱フィンと結合さ
せた平面状の熱交換器を通風方向に１列、または複数列重ねたものを、前記チューブの延
在方向の一端部側で円弧状に９０度折り曲げて、長辺部２ａと短辺部２ｂからなるＬ字状
に形成したものである。
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【００１１】
　熱源ユニット１００としては、第１から第４の空気熱交換器２（２Ａ～２Ｄ）を用いる
。なお、特に区別する必要がある場合を除いて、それら４基の空気熱交換器２Ａ～２Ｄを
単に「空気熱交換器２」という。第１から第４の空気熱交換器２Ａ～２Ｄは、それらを組
み合わせ熱源ユニットの上方向から見たときに、図１（ｂ）に示すように全体形状が長方
形の枠状となるように、各短辺部２ｂが機械室１の短手側に位置し、その長方形の角部に
Ｌ字状に曲げられた空気熱交換器２の曲げ部が位置するように設置される。なお、図１（
ｂ）は空気熱交換器２の機械室１上における当接部分を模式的に示しており、空気熱交換
器２の上部側の広がりや空気熱交換器を複数列重ねた状態などは表現されていない。
【００１２】
　長辺部２ａと短辺部２ｂからなるＬ字状の空気熱交換器２としては、Ｌ字部分の曲げ方
向がＬ字状のもの（空気熱交換器２Ｂと２Ｃ）と、逆Ｌ字状のもの（空気熱交換器２Ａと
２Ｅ）の２種類が必要となるが、上下を反転させても冷媒回路に対する接続や機械室１上
への取付け、固定などに支障を生じない場合には１種類でもよいことは勿論である。また
、何れも好ましくは、空気熱交換器２の長辺部２ａの端部にはヘアピン部２ｃが位置し、
短辺部２ｂの端部にはヘッダ部２ｄが位置するように製作される。各空気熱交換器のヘッ
ダ部２ｄは何れも機械室１の短手側から見て左右方向の中央部に位置し、ヘアピン部２ｃ
は機械室１の長手側から見て左右方向の中央部に位置するように設置されている。これに
より、空気熱交換器２のヘアピン部２ｃのメンテナンスが従来に比べてやりやすい利点が
ある。
【００１３】
　第１から第４の空気熱交換器２Ａ～２Ｄは、機械室１の上に置かれた外向きに傾いた上
面を有する熱交換器ベース２１（図４、図５参照）の上にゴムシート２１ａを挟み、熱源
ユニット１００あるいは機械室１の短手側から見て略Ｖ字状になるように上側の間隔を下
側の間隔よりも広げて図１に示すように対向させて設置される。隣り合う空気熱交換器２
相互の外側面の隙間は、空気熱交換器側面パネル２２ａ（長手面）と空気熱交換器側面パ
ネル２２ｂ（短手面）で塞がれている。空気熱交換器２の下部は熱交換器ベース２１に、
空気熱交換器支持金（長手面）２３ａ（図４参照）と空気熱交換器支持金（短手面）２３
ｂを介して固定されており、空気熱交換器２の上部は熱源ユニット筺体の天枠２９（図１
参照）に直接もしくは天枠２９と空気熱交換器２を連結する図示されていない連結具を介
して固定されている。
【００１４】
　また、熱源ユニットの筺体を構成する天枠２９に設置されたファン装置４は、図１、図
３に示すように、ファン４０、ファン４０を駆動するファンモータ４１、ファンモータ４
１を支持するファンモータ支持部材４２、ファン４０の上部に設けられたファンガード４
３、ファンガード４３が取り付けられたベルマウス４４などからなっており、ベルマウス
固定部材４５を介して筺体天枠２９に取り付けられている。熱交換器ベース２１、第１か
ら第４の空気熱交換器２Ａ～２Ｄ、空気熱交換器側面パネル２２ａ、２２ｂ、及びファン
装置４などで囲まれた内側空間には送風機室５が形成されている。
【００１５】
　機械室上部梁１２は機械室台枠１３に取り付けられた機械室門柱１３１と機械室中間柱
１３２により支持、固定されており、機械室台枠１３、機械室門柱１３１および機械室中
間柱１３２によって輪郭が囲われた面を塞ぐように、機械室パネル（長手面）１４１、機
械室パネル（短手面）１４２が取り付けられる。また機械室１の長手方向中央部には圧縮
機などを含む冷媒回路が設置され、機械室１の長手方向の一端部側には冷凍サイクルを構
成する熱源側の冷媒回路と、利用側の伝熱流体の循環路との間で熱交換を行うように形成
されたチラー装置の熱交換装置３が配置され、機械室１の長手方向の他端部側には冷媒回
路１１を制御する機能を有する制御盤群１７が配置され、それら各構成部材は何れも台枠
１３に固定されている。
【００１６】
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　熱交換器ベース２１は熱源ユニット短手側からみて上辺が熱源ユニット内側に傾いた構
造を有する機械室上部梁１２の上に、機械室１内部に傾けられて設置された送風機室ドレ
ン集積板１５を挟んで固定される。送風機室ドレン集積板１５の熱源ユニット中央側端部
の下方には送風機室ドレン樋１６が熱源ユニット長手方向に傾けて設置されており、その
下流部にドレン排出口１６ａ（図７（ｂ）参照）が設けられている。なお、寒冷地等、低
温環境で使用される場合には、送風機室ドレン集積板１５並びに送風機室ドレン樋１６の
下面にヒータ（図示省略）が貼り付けられる。
【００１７】
　図８は図２の熱源ユニットを長手方向反対側から見た斜視図、図９は図８の熱交換装置
３の具体例を示す図であり、（ａ）は図８の視点Ｃから見た図、（ｂ）は図８の視点Ｄか
ら見た図、（ｃ）は機械室内に利用側のポンプを設置した例を示す図である。図１０は図
１の熱源ユニットにおけるファンの配置を先行例と比較して説明する図であり、（ａ）は
実施の形態１の場合、（ｂ）は先行例の場合である。
　機械室１の内部に設置された冷媒回路１１は、本実施の形態１では各空気熱交換器２に
対して互いに独立した系統の冷媒回路が並置されるように構成されている。このため圧縮
機なども各空気熱交換器２に対応して合計４台設けられている。また、熱源ユニット１０
０の長手方向の一端部側に設置された熱交換装置３は、熱源ユニット１００の外部に設備
された図示していない熱源の利用側から供給される例えば、水・不凍液等の伝熱流体と、
冷媒回路１１を構成する冷凍サイクルの冷媒との間で熱交換するためのプレート熱交換器
群からなっている。なお、この場合の熱交換装置３は水熱交換器などとも呼称される。
【００１８】
　熱交換装置３は、図９の例ではプレート熱交換器接続用配管３２で流路を連結された複
数のプレート熱交換器３１Ａ、３１Ｂを用いて構成されている。この例では、２つのプレ
ート熱交換器を並列化したものを直列に接続するように設置されている。その熱交換装置
３の１次側は熱源側の冷媒回路１１に対して接続管１１ａ、１１ｂによって接続され、２
次側は利用側に伝熱流体を送る送給管３４と利用側から戻る伝熱流体を受入れる戻り管３
３が外部に伸びる形で接続され、熱源側と利用側で循環されるように構成されている。な
お、この例では互いに独立した４系統の冷凍サイクルを有する冷媒回路が設置されている
ので、熱交換装置３における接続管１１ａ、１１ｂは、その熱交換装置３の内部に互いに
独立して形成された流路に繋がる４組が設けられている（詳細図示省略）。また、伝熱流
体の循環用の供給動力が熱源ユニット設置場所の設備で準備ができない場合は、図９（ｃ
）に示すように、戻り管３３の取り付け部に液体ポンプ３５が連結された形態での製品提
供がなされる。
【００１９】
　次に上記のように構成された実施の形態１の動作について説明する。冷媒回路１１を動
作させ、空気熱交換器２の上部に取り付けられたファンモータ４１を作動させ、ファン４
０を回転させることにより、外気が空気熱交換器２の外側の側面部から空気熱交換器２の
詳細図示されていない多数のフィンの間を通過して、短手方向から見てＶ字状に対向され
た空気熱交換器２で囲まれた空間からなる熱源ユニットの送風機室５の内部へと取り込ま
れる。取り込まれた外気は更にベルマウス４４の口から熱源ユニット１００の上部に向か
って排出される。この動作により、冷媒回路１１から送られてきた冷媒と空気熱交換器２
の側面の周囲の外気が熱交換され、熱交換された外気は熱源ユニット上部へと排出される
。
【００２０】
　ここで熱交換された冷媒は冷媒回路１１内に含まれる熱交換装置３で戻り管３３（図９
参照）を介して供給される水、不凍液等の伝熱流体と熱交換され、冷媒は冷媒回路１１内
に再び戻り、外部から供給された伝熱流体は送給管３４を介して外部へと排出される。な
お、伝熱流体の外部からの供給にあたり、伝熱流体供給の動力源を利用側で準備できない
場合、図９（ｃ）に示すように戻り管３３に液体ポンプ３５が介挿され、熱源ユニット側
でその液体ポンプ３５を稼働させることにより伝熱流体の外部からの供給・循環を行う。
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　なお、冷媒回路１１内に四方弁を設け、圧縮機で圧縮された冷媒を空気熱交換器２と熱
交換装置３に通流させる順路を逆にすることで、外部から供給される伝熱流体は冷却およ
び加熱の両方を行うことができる。
【００２１】
　本熱源ユニットは室内および屋外両方への設置が想定されており、屋外へ設置した場合
、雨や雪がベルマウス４４を介して送風機室５内に入り込むこととなる。また、熱源ユニ
ット周囲の外気温度が摂氏０度程度以下の低温である場合、利用側から供給された伝熱流
体を加熱する暖房運転を継続して行うと、外気中に含まれる水蒸気が空気熱交換器２の表
面で凝縮し、更に凍ることで霜が生成される。この霜は空気熱交換器２での外気の通過を
妨げ、熱源ユニット１００の性能を低減させてしまうので、性能維持のための制御として
、一時的に冷房運転に切り替えられる。冷房運転を行うことで空気熱交換器２の表面温度
が上昇するため、空気熱交換器２の表面に付いた霜が溶け外気の通過が通常通りになる。
この場合も、霜が融けてできた大量の水が送風機室内の下部方向に滴下する。
【００２２】
　このようにして送風機室５内に入り込んだ雨水や除霜運転による水は直接、もしくは熱
交換器ベース２１の上面を伝い送風機室ドレン集積板１５へと落下する。送風機室ドレン
集積板１５は熱源ユニット１００の短手方向中心に向けて下るように傾いているので、水
は送風機室ドレン集積板１５に沿って熱源ユニット短手方向中心側に流れていき、送風機
室ドレン樋１６へと落下する。送風機室ドレン樋１６は熱源ユニット長手方向に傾いてお
り、送風機室ドレン樋１６の下流側に取り付けられたドレン排出口１６ａから水が排出さ
れる。なお、使用環境が寒冷地等の気温が低い環境となる場合、送風機室ドレン集積板１
５と送風機室ドレン樋１６の下面側にヒータを貼り付け、温度センサによる運転制御を行
うように構成できる。送風機室ドレン集積板１５と送風機室ドレン樋１６に流れ込んでき
た水が凍るような低温環境である場合は、水の凍結を防ぐため図示していないヒータを作
動させる運転を行う。
【００２３】
　上記のように、実施の形態１によると、冷媒回路１１における冷凍回路の１系統に対し
て連結される空気熱交換器２は単一であるので、冷媒の分配が不要であるため、先行例１
のように１系統の冷媒回路で複数の空気熱交換器を用いる場合と比べて冷媒回路を構成す
る空気熱交換器の個数、配管部品の個数、筺体部品の個数等、組み立てに必要な部品点数
を削減することができ、組立工数も減らすことができるので、より低コストでの生産が可
能となる。また、空気熱交換器側面パネル（長手面）２２ａ、空気熱交換器側面パネル（
短手面）２２ｂ等の空気熱交換器２以外の部分での空気の流れを塞ぐためのパネル類の個
数なども減らすことができるので、併せて、より低コストにできる。また、冷媒の分配に
よる圧損を回避することができるので、熱源ユニットの性能向上につながる。
【００２４】
　また、Ｌ字状の空気熱交換器２は曲げ箇所が１か所であるため、曲げ加工が従来よりも
容易であるという利点がある。また、空気熱交換器２は性能向上のため、複数列を重ねて
利用することが多く、それぞれの列の空気熱交換器はヘッダ側でまとめて固定される。そ
のため、複数列重ねた空気熱交換器を曲げる場合は、曲げＲ部の内側と外側で生じる経路
差を吸収するために、一般に固定されたヘッダ側をつかみ、ヘヤピン側の端部をずらしな
がら曲げる。先行例のようなコ字状の空気熱交換器を製造するためには、２回の曲げ加工
が必要で、一回目の曲げは本発明の空気熱交換器の曲げと同様にヘッダ側をつかんで曲げ
られるが、二回目の曲げ加工を行う際には、一回目の曲げに比べて長さが長い平板部分を
持ち上げて曲げる必要があるため、本発明の場合のように一回の曲げで済む場合と比べて
曲げ機のトルクや加工のためのスペースがより多く必要となる。
【００２５】
　また、熱源ユニットにおける空気熱交換器２の形状、配置とファン４０の位置関係は、
実施の形態１の場合は図１０（ａ）に示すようになっているのに対し、先行例１の場合は
図１０（ｂ）に示すようになっている。なお、実線の円はファン４０、破線の円はそのフ
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ァン４０の直径を大きくしようとした場合を模式的に示している。まず、先行例１の場合
、長手方向において隣り合う空気熱交換器の通風部分が近い位置で対向しているのに対し
、実施の形態１では対向する部分がないので、空気熱交換器２をより効率的に利用するこ
とが可能となる。また、性能向上のため例えばファン径を大きく調整する場合、先行例１
では破線で示すようにある程度ファン径を大きくした場合、空気熱交換器２の端部がファ
ンの直下に配置されることとなるため、ファン効率の低下が懸念されるが、例えば図１０
（ａ）に示すように、本発明の空気熱交換器の配置では送風機室の長辺部の途中で空気熱
交端部が送風機室内側へ折りこまれていないので、空気熱交換器がファン４０の直下に位
置しない範囲内でのファン径増大設計を先行例より優位に行うことができるので、ファン
効率の低下を気にすることなく性能設計することが可能となる。
【００２６】
　また、先行例２のような構成の熱源ユニットに対し、ユニット底面積あたりの空気熱交
換器面積がより広く確保できるため、性能向上が見込まれる。さらに、大容量の熱源を得
るため、熱源ユニットを熱源ユニット短手方向へ複数連結設置した際に、隣り合う熱源ユ
ニットにより作られる空気熱交換器へ空気が流れる風洞においては、ユニット長手方向の
中央に近づくにつれ空気熱交換器が外気を吸い上げる際の圧損が大きくなるが、独立冷媒
回路に対応した空気熱交換器がユニット長手方向に対称に設置されているため、空気熱交
換器に負荷する圧損分布が全ての空気熱交換器で同様となり、安定した効率的な出力制御
が容易となる。
【００２７】
　また、空気熱交換器２のヘッダ部２ｄが、先行例では図１０（ｂ）に示すように、コ字
形状の熱交換器を対向させたものを列設するため、熱源ユニットの短手側ではない奥まっ
た部分に配置されてしまうヘッダが存在するのに対し、本発明では図１（ｂ）や図１０（
ａ）に示すように、アクセスしやすい短手側にのみヘッダ部２ｄを配置することが可能で
あることから連結設置時の空気熱交換器２のヘッダのメンテナンス性が従来と比べて向上
する。また、短手側から見た機械室１の形状が先行例１では底辺が長い台形状であるのに
対し、本発明では長方形状なので、機械室の外で作業するスペースをより広くできるので
、機械室のメンテナンスが容易となる。
【００２８】
　また、先行例２のような曲げ部のない平面状の空気熱交換器を、長方形の機械室の長手
側、短手側の何れか一方に設置するものと比較して、本発明では長方形の機械室の短手側
にも空気熱交換器２の短辺部２ｂが配置されることから、熱源ユニットの同一設置面積に
対して空気熱交換器の面積をより大きくすることが可能となるので、より性能のよい熱源
ユニットを得ることが可能となる。
　また、空気熱交換器の総面積を確保しつつ効率的に利用することを可能とし、さらにフ
ァン性能を効率的に利用できる範囲でのファン径調整を容易にすることが可能となり、性
能向上のためにファン径を大きくする場合の調整代について、ファン効率を落とさない範
囲をより大きく確保することができる。
　また、実公平１－１６９９０号公報に開示された空気調和機のようなL字状に折り曲げ
た空気熱交換器を垂直方向に立てた状態でコの字状に配置したものを対とし、コの字開口
部を互いに向け合う形で長方形上に空気熱交換器を配置するものと比較して、本発明では
空気熱交換器のヘッダ側上部のスペースが確保されるため、空気熱交換器のヘッダを上部
に配置すれば空気熱交換器の総面積を確保しつつヘッダのメンテナンススペースを確保す
ることができる。
【００２９】
実施の形態２．
　図１１は本発明の実施の形態２による熱源ユニットを熱源ユニットの短手側の方向から
見た図、図１２は図１１の熱源ユニットの連結状況を模式的に示す図であり、（ａ）は熱
源ユニットの長手側から見た図、（ｂ）は熱源ユニットの上面図である。図１３は図１１
に示す熱源ユニットの中央部の空気熱交換器での吸込み圧損分布を先行例と比較して説明
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する図であり、（ａ）は実施の形態２の場合、（ｂ）は先行例の場合である。なお、図１
３において、（ａ）、（ｂ）の何れも上段側は熱源ユニットの空気熱交換器を上から見た
模式図、下段側は連結された熱源ユニットを機械室の短手側から見た模式図である。
【００３０】
　図において、熱源ユニット１００は、実施の形態１と同様の複数（ここでは３ユニット
）の熱源ユニット１００Ａ～１００Ｃが、短手方向に連結するように並置され、それぞれ
主戻り管６３及び主送給管６４に接続されて成っている。各熱源ユニット１００Ａ～１０
０Ｃの戻り管３３は全てそれよりも流路径が大型の主戻り管６３に連結され、送給管３４
は全てそれよりも流路径が大型の主送給管６４に連結されている。また、これら主戻り管
６３と主送給管６４は大量の熱を使用する図示していない利用側の設備と連結されている
。
　このような設置形態の熱源ユニット１００を用いて熱を利用側の設備に供給する場合、
連結された熱源ユニットは、トータルで必要な熱量を供給できるように調整しながら運転
制御される。また、例えば一時的に必要な熱量が大きく減少する場合は、その供給量に合
わせて必要な台数だけ熱源ユニットを動かすことで熱量の調整が可能となる。
【００３１】
　以下、通常の運用である設備された全ての熱源ユニットを動かす場合を例に実施の形態
２の動作について説明する。
　連結された３つの熱源ユニット１００Ａ～１００Ｃの内、両端以外の熱源ユニット１０
０Ｂでは、空気熱交換器２が熱交換のために吸い込む空気は、図１３（ａ）の矢印で示す
ように、熱源ユニットの短手側にできた隣接する熱源ユニットの隙間から熱源ユニット長
手方向に流れていき、空気熱交換器２の長辺部２ａ各部で、長方形の枠状に形成された熱
源ユニット送風機室５の内部に吸い込まれる。
　このような構成によると、図１３（ｂ）に示す先行例１の連結設置形態と、本発明につ
いて隣接する熱源ユニットで構成される空気の吸込みスペースを比較すると、先行例１で
は空気の吸込みスペース面を形成する五角形Ｅの底辺が隣接する辺と作る角度が鈍角であ
るのに対し、本発明では垂直にすることができるため、本発明の方が空気の吸込みスペー
スをより広く確保できるため、空気の吸込みで発生する圧損が減少し、より効率の高い運
転が可能となる。
【００３２】
　また、熱源ユニット群の連結方向の両端部以外のユニットの空気熱交換器、ここでは連
結した３台中、中央部の熱源ユニット１００Ｂの空気熱交換器２への吸込み圧損は図１３
に「大」、または「小」のような文字によって、相対的な違いを示すように、本発明の実
施の形態２の場合、及び先行例１の場合共に、吸込み部に近い部分では「小」、吸込み部
から遠い部分においては「大」のような分布となる。なお、Ｌ字状の太い実線で示したも
のは本発明で用いるＬ字状に形成された１基の空気熱交換器を示し、コ字状の太い実線で
示したものは先行例１で示されたコ字状に形成された１基の空気熱交換器を示している。
そして、それらの空気熱交換器を囲む細い破線は、同一の破線で囲われた中にある空気熱
交換器で一つの系統の冷媒回路が形成されていることを仮想線として示している。また、
熱源ユニット群の連結方向の両端部のユニットの熱交換器、ここでは連結した３台中、両
端部の熱源ユニット１００Ａ、１００Ｃについて、連結方向両端部に該当する空気熱交換
器２への吸込み圧損は、その他の空気熱交換器２と比較して少なくなるので、相対的な違
いを示すよう「無」と記載している。
【００３３】
　図１３から明らかなように、（ａ）に示す実施の形態２の熱源ユニットでは、中央に位
置する熱源ユニット１００Ｂを構成する４系統の冷媒回路の空気熱交換器は、その全てが
互いに同一の吸込み圧損となっているのに対して、（ｂ）に示す先行例１の熱源ユニット
では、中央に位置する熱源ユニットを構成する４系統の冷媒回路の内、外気の吸込み側に
位置する図における上下両端の２系統の熱源ユニットの空気熱交換器の吸込み圧損は「小
」である一方、図における上下方向の中央部の２系統の熱源ユニットの空気熱交換器の吸
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込み圧損は「大」となっており、冷媒系統でばらつきが生じている。
【００３４】
　本発明の実施の形態２では各冷媒回路の圧縮機回転数等の制御を揃えることで、各冷媒
回路によらず出力を同等にすることができる。このため、運転制御を行う際のパラメータ
の検討は冷媒回路１１の１系統分の検討を行うだけで安定した出力のコントロールが可能
となる。また、圧縮機等の要素機器の運転効率を含め、熱源ユニット全体の運転効率を最
適化する設計を行う際、先行例１では各冷媒回路系統に対応する空気熱交換器の圧損分布
状況が異なるので、複数の冷媒回路系統の状況を複合的に考慮する必要があるが、本発明
では複数の冷媒回路系統で空気熱交換器に働く圧損の状態が同等になるので、運転効率の
設計は冷媒回路の１系統分の範囲内で済み、簡易に性能設計することが可能となる。更に
、先行例１では複数の冷媒回路系統の出力の和が大きくなるような制御設計を行う必要が
あるのに対し、本発明では冷媒回路の１系統のみでの制御設計で済むので、より効率的な
出力が得られる制御設計が可能となる。そして、空気熱交換器への吸込み圧損が従来より
も少なくなり、より効率的な熱源ユニットの運転が可能となる。
【００３５】
実施の形態３．
　実施の形態２に示す各冷媒回路１１をコントロールする制御盤群１７は、通常は図１５
(a)に示す通り、各制御系統に対応した個別の制御盤が集められる形で構成されているが
、例えば図１５(b)に示す通り、各制御系統を制御する制御盤を共通化する形態をとると
、実施の形態２に示した通り冷媒回路１系統の制御を共通化しても効率的な出力を得られ
るため、各冷媒回路１１のコントロール機構を個別に割り当てた場合と比較して、出力効
率を維持したままコストを低減することが可能となる。
　また、実施の形態２に示す各冷媒回路１１の制御方法の場合、熱源ユニット群の連結方
向の両端部のユニットの空気熱交換器、ここでは連結した３台中、両端部の熱源ユニット
１００Ａ、１００Ｃの空気熱交換器２への吸込み圧損は連結の外側の面と内側の面で異な
るため、両端部の熱源ユニットでは両端部以外の熱源ユニットと比較して、運転効率が低
下することになる。連結ユニット数が多ければ連結した熱源ユニット全体の運転効率の低
下の度合いは小さくすることができるが、連結数が少ない場合や、要求される運転効率の
水準が高い場合には、図１５(c)に示す通り熱源機長手方向の同一面に空気熱交換器が配
置された冷媒回路同士のみでコントロール機構を共通化することによって、コントロール
機構の簡略化をある程度実現しつつ実施の形態２よりも効率的な運転が可能となる。
【００３６】
実施の形態４．
　図１４は本発明の実施の形態４による熱源ユニットの連結状況を模式的に示す図であり
、（ａ）は熱源ユニットの長手側から見た図、（ｂ）はその上面図である。図において、
熱源ユニット１００は、実施の形態１と同様の熱源ユニット１００Ａ～１００Ｃが短手方
向へ３基連結されており、その点は実施の形態２と同様である。実施の形態２と異なる点
は、利用側に対する主送給管６４と利用側からの主戻り管６３が機械室１における短手方
向に該機械室を貫通するように設置され、かつ主送給管６４と主戻り管６３の短手方向の
各端部には、熱源ユニット１００Ａ～１００Ｃを連結するときに隣り合う主送給管６４ま
たは主戻り管６３を相互に連結するための接続部６０が設けられていることである。これ
により、この実施の形態４では図１４（ｂ）に示すように、主送給管６４と主戻り管６３
が連結された各熱源ユニットを直線状に貫通するように設置されている。なお、各熱源ユ
ニットの送給管３４と戻り管３３（図９参照）は、機械室１の内部でそれぞれ対応する主
送給管６４と主戻り管６３に接続される。
【００３７】
　上記のように構成された実施の形態４では、各熱源ユニット１００Ａ～１００Ｃの機械
室１に内蔵された図示していない水配管ヘッダ同士が当該機械室の内部で、対応する主送
給管６４または主戻り管６３に連結されている。このような構成であれば従来は熱源ユニ
ットが連続設置されている空間の外側に突出していた熱源を付加する伝熱流体の供給排出
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ースの削減が可能となる。また、本発明では熱源ユニットに内蔵された配管を接続部６０
で連結させるだけで良いので、必要な工数や、部品点数を削減することができるので、現
地の取り付け作業の簡易化、更に取り付けに必要な配管等の更なるコスト低減が可能とな
る。
【００３８】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態の一部または全部を自由に
組合せたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
　例えば、上記実施の形態では、４基の空気熱交換器２Ａ～２Ｄを互いに独立した４系統
の冷凍回路に接続した例で説明したが、必ずしもそれに限定されず、例えば４基の空気熱
交換器２Ａ～２Ｄを互いに独立した２系統の冷凍回路に２基ずつ接続するなど、適宜変更
しても良い。
　また、空気熱交換器２のヘアピン部２ｃの位置とヘッダ部２ｄの位置を逆にすることも
できる。その場合、ヘッダ部２ｄのメンテナンス性は悪くなるものの、ヘッダ部２ｄの位
置が機械室１の長手方向中央部となるため、その中央部に設置された冷媒回路１１の圧縮
機などとの距離が近くなるので冷凍回路の配管長を短くできるという利点がある。
【符号の説明】
【００３９】
　１　機械室、１１　冷媒回路、１７　制御盤群、２（２Ａ～２Ｄ）　空気熱交換器、２
ａ　長辺部、２ｂ　短辺部、２ｃ　ヘアピン部、２ｄ　ヘッダ部、３　熱交換装置、３３
　戻り管、３４　送給管、４０　ファン、５　送風機室、６０　接続部、６３　主戻り管
、６４　主送給管、１００（１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ）　熱源ユニット。

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】 【図１２】
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